
監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知に係る事項の公告

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、奈良県知

事等から監査結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。

平成２８年１０月２８日

奈良県監査委員 江 南 政 治

同 清 水 勉

同 川 口 良 延



ア 本庁

実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

平成27年

秘書課 7月22日 資金前渡の精算について
　公用車の燃料代及び駐車場代等の資
金前渡（常時）において、精算手続を
行っていない月が認められた。
　今後は、奈良県会計規則に基づき適
正に処理すべきである。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　精算手続を完了した。今
後は奈良県会計規則に基づ
き適正な処理に努める。

国際課 7月22日 委託料の支払について
　平成２４年度の委託業務について、
契約の対象でない経費を支払っていた
ことが平成２６年５月に判明し、過年
度支出分を返納させた事例が認められ
た。これは、請求内容の確認が不充分
であったことによるものである。
  今後は、内部のチェック体制の整備
を図り、適正な事務処理に努められた
い。 　  　　 　　　　（注意事項）

　
  支出にあたっては、契約
内容と請求内容を十分確認
するとともに、内部におけ
るチェックを徹底し、適正
な事務執行に努める。

消防救急課 7月14日 補助金の額の確定について
　平成２５年度の補助金において、事
業実績報告書類の提出を受け履行確認
は行っていたが、額の確定を行ってい
ない事例が認められた。
　今後は、奈良県補助金等交付規則及
び補助金交付要綱に基づき、適正に処
理すべきである。　　　（注意事項）

　適正な処理方法について
課内で周知徹底した。
　平成２６年度は、当該補
助金の額の確定を行い、適
正な事務執行を行っている｡
　今後も奈良県補助金等交
付規則及び補助金交付要綱
に基づき、適正な処理に努
める。

安全・安心ま
ちづくり推進
課

7月14日 補助金にかかる変更承認手続について
  補助金の交付において、必要な変更
の承認手続が行われていない事例が認
められた。
  今後は、補助対象事業者への指導に
努めるとともに、奈良県補助金等交付
規則に基づき、補助金交付事務手続の
適正化を図られたい。　（注意事項）

　平成２７年度の補助金の
交付に際して、変更申請を
不要とする「軽微な変更」
の定義を明記するとともに､
交付先市町村に対し、軽微
なものも含め計画変更の都
度相談し、必要に応じて変
更手続を取るよう指導する
など、適正に事務を執行し
ている。
　今後は奈良県補助金等交
付規則及び当該補助金交付
要綱に基づき適正な事務を
行うよう課内に周知徹底す
ると同時に、補助金の支出
について複数人によるチェ
ック機能の強化を図り、再
発防止に努める。

部局及び所属名

知事公室

平成２７監査年度　第１回分
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

行政経営課
ファシリティ
マネジメント
室

7月9日 未収金対策について
　未収金対策については、未収金対策
推進連絡会議のもと情報交換、研修を
行い、「税外未収金に係る債権管理の
適正化に関する指針」に基づいて全庁
的に取り組むとともに、平成２５年度
の行政監査（税外未収金等にかかる債
権管理について）の結果を踏まえ検討
が進められているところではあるが、
依然として多額の未収金があり、充分
効果が上がっているとは言えない状況
である。
　未収金の解消は、財政運営上大きな
課題であり、全庁的に厳正かつ適正な
対応が強く求められることから、引き
続き、行政監査結果に沿った対応を進
めながら、債権管理条例の制定や統一
的な処理基準を定めたマニュアルの整
備等、更に実効性のあるきめ細かな未
収金対策に取り組まれたい。
                          （意見）

　
  平成２６年度末の税外未
収金は、約４１億１９百万
円と前年度末に比べ４千万
円あまり増加しているが、
同年度中に新たに加わった
県営住宅の損害金等（約８
千万円）を除けば、前年度
より減少している。
　未収金対策については、
「税外未収金に係る債権管
理の適正化に関する指針」
に基づく事務処理を促すと
ともに、債権管理状況をき
め細かく把握するために、
未収金対策推進連絡会議を
四半期ごとに開催し、各債
権回収の取組状況について
報告を求めた。また、債権
の回収状況に応じて未収金
を３つに区分した上で、回
収目標や文書、電話、訪問
による催促等の取組状況を
分析するなど、きめの細か
い取組を促している。さら
に、上記指針の実行を進め
るために、債権管理簿の記
入項目をチェックするなど
事務の改善を促している。
　今年度は新たに、税外未
収金の適正な債権管理と回
収のノウハウ習得を促すた
め、債権に共通する法的知
識や督促の手続などを説明
した「税外債権管理マニュ
アル」の作成、配付を行っ
た。
　なお、債権管理条例につ
いては、他府県の状況を調
査し、その実効性や内容に
ついて検討を行っていると
ころである。
　今後も庁内全体で未収金
対策に取り組むとともに、
法的措置の活用促進や民間
活力を導入した回収の推進
等、未収金削減に向けた取
組を総合的に実施していく｡

総務厚生セン
ター

7月9日 通勤手当の認定について
  通勤手当の認定において事務処理を
誤ったため、１件の過払いが認められ
た。
  適正に処理するとともに、今後の認
定事務に留意すべきである。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　通勤手当の過払いについ
ては、返納を完了し是正し
ている。認定事務について
は、今後より一層慎重に審
査し、適正な事務処理に努
める。

総務部

部局及び所属名
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

税務課 7月9日 県税にかかる未収金の回収について
　県税収入については、収入確保に向
け様々な取組を行ってきており、平成
２６年度においても、各県税事務所に
おける目標徴収率の設定や、「奈良モ
デル」による県職員派遣型協働徴収及
びネットワーク型協働徴収などの取組
を実施し、徴収率及び収入未済額残高
の縮減については着実に改善されてい
る。
　しかし、依然として多額の未収金が
認められ、また、徴収率においては全
国的に低位であることから、今後も財
政健全化に向けた財源確保と税負担の
公平性の観点から、新たな未収金の発
生防止に努めるとともに、引き続き効
果的かつきめ細かな徴収対策の推進に
努められたい。　　　　　　（意見）

  県税の収入未済額の６６.
３％（平成２６年度実績）
を占める個人県民税につい
ては、平成２４年度に設置
した地方税滞納整理本部を
中心に、県・市町村の一体
的な徴収体制の強化に取り
組んでおり、「奈良モデ
ル」による県職員派遣型協
働徴収やネットワーク型協
働徴収など、市町村と県に
よる協働徴収を実施し、徴
収強化に努めているところ
である。（平成２７年度上
半期における県職員派遣先
団体の平均徴収率（現滞）
は、昨年度同期比０．５％
上昇。県全体の平成２７年
度上半期の個人県民税の徴
収率（現滞）では、昨年度
同期比０．２％上昇）
　また、自動車税をはじめ
とする県税の徴収対策につ
いては、各県税事務所にお
いて、徴収率や未済額の圧
縮率等数値目標を設定し、
徴収強化に取り組んでおり､
特に自動車税については、
給与差押を強化する取組や､
今年度においては自動車税
事務所はもとより、各県税
事務所及び税務課が連携し
て自動車税の滞納整理に取
り組むなど、より積極的に
徴収強化に取り組んでいる
ところである。（平成２７
年度上半期の自動車税の徴
収率（現滞）は昨年度同期
比０．８％上昇）
　今後も、差押等の滞納処
分を早期かつ積極的に行い､
税収及び税負担の公平性の
確保を図るとともに、全国
的に低位である徴収率につ
いてもその向上に努める。
（平成２７年度上半期の県
税全体の徴収率（現滞）で
は、昨年度同期比１．８％
上昇）

部局及び所属名
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

うだ・アニマ
ルパーク振興
室

6月18日 公有財産の台帳登載について
  存在しない工作物が公有財産台帳に
登載されている事例が認められた。
  奈良県公有財産規則に基づき、早急
に整理すべきである。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

  公有財産台帳に登載され
ている工作物について、竣
工図面等の関係図書と照合
するとともに、現有する工
作物との確認作業を進め、
誤りのある工作物の抽出を
終えた。今後、公有財産異
動報告の事務処理を行い、
正確な公有財産台帳を整備
する。

7月28日 行政文書の適正な管理について
  他の所属から借りた委託契約書類を
紛失した事例が認められた。このため､
貸出所属において、変更契約の遅延を
招くなど事務手続に支障が生じた。
  今後は、借用書類を含め行政文書の
適正な管理について徹底されたい。
　　　　    　　　　　（指摘事項）

　今後は、他の所属から書
類を借用する場合、借用先
所属、借用年月日、借用書
類名、担当者、返却予定年
月日等を記載した文書を作
成し、借用先と当課とで共
有するとともに、書類の保
管場所について担当者と管
理職が確認する。

4月24日 委託契約の締結について
  業務委託において、契約書を作成す
ることなく委託業務が開始されている
事例が認められた。
  今後は、奈良県契約規則に基づき、
契約締結時には遅滞なく契約書を作成
し、適正な事務の執行に努めるべきで
ある。　　　　　　　  （注意事項）

　
  今後は、契約締結に際し
て遅滞なく契約書を作成す
るよう、各職員に周知徹底
した。

観光産業課 4月24日 負担金にかかる変更承認手続について
　負担金の交付において、負担金交付
要綱に規定された変更の承認手続が行
われていない事例が認められた。
　今後は、交付団体への指導に努める
とともに、要綱に基づき、負担金交付
にかかる手続の適正化を図られたい。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

 
  今後は、負担金交付要綱
に基づき、交付団体に対し
必要な手続を指導する等、
適正な執行に努める。

ならの魅力創
造課

4月24日 負担金にかかる繰越金の処理について
  イベント等の開催経費にかかる負担
金の額の確定において、その一部を繰
越金として、翌年度で執行することを
認めている事例が認められた。
　当該繰越金の財源は、すべて県負担
金であり、繰越を認めるのであれば、
要綱上の根拠の明確化を図られたい。
              　　　　　   （意見）

 
  平成２６年度決算から、
翌年度への繰越をしない処
理を行っている。

観光局

部局及び所属名

地域振興部

観光プロモー
ション課
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

地域福祉課
監査指導室

5月29日 生活福祉資金貸付金にかかる償還未済
金の回収指導について
  前年度に引き続き、社会福祉法人奈
良県社会福祉協議会の生活福祉資金貸
付金に多額の償還未済金が認められた｡
文書や訪問等による催告に加えコール
センターによる電話催告を強化し、債
権回収及び未収金の発生防止について
協議を行うなど、当該協議会と福祉事
務所、地域福祉課が一体となり取り組
んできたところであるが、今後は、個
々の債権回収の可能性を評価した上で､
より一層、債権の保全及び回収促進に
努めるよう厳正な指導を徹底されたい｡
　　　　　　   　　　　　　（意見）

　県社会福祉協議会では、
生活福祉資金の償還未済金
の早期回収に向けて、コー
ルセンターにおいて、償還
開始の者及び滞納３月以内
の者を中心に電話による自
主的納付の呼びかけを行い､
返済の意識づけと長期未納
化の防止とともに、本年度
から新たに、長期滞納世帯
への架電及び夜間架電の拡
大と早朝、休日架電にも重
点的に取り組むなど、回収
の強化に努めている。

  また、債権回収や滞納防
止に向け、市町村社会福祉
協議会の生活福祉資金担当
者を対象とした研修会の開
催や福祉事務所等の関係機
関との連携の強化を図るほ
か、定期的に市町村社会福
祉協議会、民生児童委員と
共に世帯訪問を行うなど、
計画償還と早期納付を促進
するため指導を実施してい
る。
  さらに、今年４月からは､
生活困窮者自立支援制度を
活用して、滞納者の自立支
援に向けた取り組みも行う
とともに、これまで貸付案
件の審議が中心であった生
活福祉資金運営委員会にお
いて、償還状況についての
審議を充実させている。
  今後も引き続き、さらな
る債権回収や滞納防止に向
け、体制の見直しや改善策
を講じるよう指導していく｡

長寿社会課
地域包括ケア
推進室

5月29日 補助金及び負担金にかかる変更承認手
続について
  補助金及び負担金の交付において、
必要な変更の承認手続が行われていな
い事例が認められた。
  今後は、補助対象事業者への指導に
努めるとともに、奈良県補助金等交付
規則等に基づき、補助金及び負担金交
付にかかる手続の適正化を図られたい｡
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　平成２６年度の補助金及
び負担金交付事務について､
各交付要綱に基づき適正な
手続きを行った。

健康福祉部

部局及び所属名

5



実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

児童扶養手当過誤払金にかかる返納金
の回収について
  児童扶養手当過誤払金について多額
の返納未済金が認められた。その残高
は、平成２４年度から２５年度にかけ
て減少しているが、不納欠損処分によ
るところが大きく、これを除くと実質
的には増加となっている。町村との連
携を密接にとりながら、回収等に努め
られているが、制度の趣旨を充分認識
し、法の厳格な執行の観点から、引き
続き一層の収納促進に努められたい。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　過誤払の発生防止対策と
して、市町村担当者説明会
や事務指導監査において、
町村の担当者に対し受給者
の受給資格に関わる異動状
況の把握に努めるとともに
すみやかに県に通知するよ
う指導を徹底する。また、
児童扶養手当過払金の未納
者に対し、文書等による納
付指導の回数を増やすとと
もに、訪問による納付指導
を実施し、債務者の返済能
力に応じて分納額を見直す
等適切な納付指導を実施す
るなど、債務者に対し個別
に丁寧な働きかけを行い、
債権回収に向けて一層の収
納促進に努めている。

補助金にかかる変更承認手続について
  補助金の交付において、必要な変更
の承認手続が行われていない事例が認
められた。
  今後は、補助対象事業者への指導に
努めるとともに、奈良県補助金等交付
規則等に基づき、補助金交付にかかる
手続の適正化を図られたい。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　
  平成２６年度執行分以降
については、実績額が交付
決定額を下回る場合（軽微
な変更の場合を除く）、補
助対象事業者から変更交付
申請書を徴し、変更交付決
定を行った後に支払いを行
っている。今後もすべての
補助金において、奈良県補
助金等交付規則等に基づき､
手続を行う。

子育て支援課 4月16日

部局及び所属名

こども・女性局
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

母子・寡婦福祉資金貸付金の過払分に
かかる返納金の債権管理について
  母子・寡婦福祉資金貸付金において､
平成２１年度に過払いの発生による返
納請求後、督促状が送付されず、また
次年度以降の調定の繰越処理も行われ
ていない事例が認められた。平成２５
年度に調定手続がなされたものの、そ
の間、奈良県会計規則等に違反する状
況となっており、債権管理上、不適切
であった。
　今後、返納事例等が発生した場合に
は、会計規則等関係法令に従い、適切
な対応に万全を期すべきである。
　　　　　　　　　　　（指摘事項）

　今後は、適切な時期に督
促状を送付するとともに、
繰越が生じた場合には速や
かに調定の繰越処理を行う
よう、適正な事務処理に努
める。

児童措置費負担金にかかる未収金の回
収について
  児童措置費負担金について多額の未
収金が認められた。その残高は、平成
２４年度から２５年度にかけて減少し
ているが、不納欠損処分によるところ
が大きく、これを除くと実質的には増
加となっている。こども家庭相談セン
ターとの連携を密接にとりながら、文
書・電話による催告、訪問指導、外部
委託等による回収等に努められている
が、同負担金は強制徴収ができる公債
権であることを充分認識し、債務者間
の公平性の確保、法の厳格な執行の観
点から、引き続き一層の収納促進に努
められたい。　　　　　（注意事項）

　未収金については、督促
状送付時に、分納等の納付
相談に応じる旨の文書を同
封し、未収金の回収に努め
ている。また、現在の滞納
状況により至急納付を求め
る催告状を発送している。
  平成２７年度は新たな未
収金の発生を防止するため､
保護者に対する措置時の負
担金説明を充分行うととも
に、新規滞納者にはこども
家庭相談センターと連携し､
電話等による収納促進に取
り組む。
  今後一層、関係機関との
連携のもと、収納の促進に
努める。

母子・寡婦福祉資金貸付金にかかる償
還未済金の回収について
　母子・寡婦福祉資金貸付金の償還金
について、少額ではあるものの償還未
済金の増加が認められた。平成２５年
度以降、債務者の返済に対する意識づ
け強化のために様々な対策をとられて
おり、将来的な効果の発現を期待する
ところではあるが、これまでの取組を
一層積極的に進め、回収促進に努めら
れたい。              （注意事項）

　償還未済金については、
「奈良県母子寡婦福祉資金
貸付金債権管理マニュアル｣
に基づく督促や債権回収の
外部委託等を実施している｡
平成２７年度は、長期や県
外在住の滞納者に対し、夜
間・土・日曜日も含めた訪
問による償還指導を実施し
た。
  引き続き、悪質滞納者に
対する法的措置（支払督促)
も視野に入れた償還指導や
催告を強化し、今後一層、
関係機関との連携のもと、
収納の促進に努める。

4月16日こども家庭課

部局及び所属名

7



実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

地域医療連携
課
医師・看護師
確保対策室

8月3日 医療施設耐震化促進事業補助金の交付
要綱について
  奈良県医療施設耐震化促進事業補助
金交付要綱において、変更承認手続に
関し、軽微な変更の場合はそれを省略
できる規定を設けているが、その具体
的な取り決めがされていないことが認
められた。これが決められていないと
補助対象者や対象年度などに応じ、そ
の時々の承認者側の恣意的な判断に委
ねられ、公平性、透明性が図られない
恐れがある。
  以上のことから、軽微な変更につい
て具体的な内容を示した要綱の整備を
検討されたい。　　　　　　（意見）

　医療施設耐震化補助金の
交付要綱において、軽微な
変更の内容を具体的に示し
た改正を行い、明確化を図
った。

薬務課 7月21日 委託契約書に定める提出書類について
  業務委託において、契約締結後、直
ちに業務実施計画書等の提出を求めて
いるにもかかわらず、受託者から提出
させていない事例が複数認められた。
  今後は、契約書及び仕様書に基づき
必要な書類の提出を求め、委託業務の
適正な執行に努められたい。
　　　　　　　　　　  （注意事項）

　委託契約書に定める提出
書類については、指摘後直
ちに委託業者に書類提出さ
せるとともに、今後同様な
事案が発生しないように、
職員に対して今回の事案を
共有し、注意喚起を行った｡

くらし創造部
企画管理室

5月13日 公用車使用中における事故防止につい
て
  くらし創造部内において、公用車使
用中の事故が認められた。
  部内各課室及び出先機関に対し、公
用車の使用にあたっては、安全運転の
徹底を図るとともに、車両の適切な管
理に努めるよう充分に指導されたい。
　　　　　　　　　　　　  （意見）

 
  部局内各課室及び出先機
関に対し、公用車の使用に
あたっては、安全運転の徹
底を図るとともに、車両の
適切な管理に努めるよう指
導を行った。
　今後も定期的に注意喚起
を行い、事故の再発防止に
取り組む。

スポーツ振興
課

5月13日 資金前渡の精算について
　使用料及び賃借料（会場等使用料）
の資金前渡において、精算が完了して
いない者に対し、重ねて資金前渡を行
っていた。
  今後は、奈良県会計規則に基づき適
正に処理すべきである。
　　　　　　　　　  　（注意事項）

  使用料等の資金前渡を行
う際に、精算手続を徹底す
るよう改めて注意喚起を行
うとともに、精算が完了し
ていない者に対し、重ねて
資金前渡を行わないよう所
属での確認を徹底した。
　今後は、奈良県会計規則
等に基づき、適正に処理す
るよう努める。

くらし創造部

医療政策部

部局及び所属名
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

人権施策課 5月13日 専修学校等修学資金貸付金にかかる償
還未済金の回収について
  専修学校等修学資金貸付金の償還金
にかかる未収金は依然多額であり、前
年度より増加していることが認められ
た。
　高額滞納者に対する支払督促申立予
告付催告、個別相談会の開催、土日を
含む個別訪問の実施により未収金の回
収に努められているが、適切な債権管
理を行い、今後も一層、収納の促進に
努められたい。　      （注意事項）

　専修学校等修学資金貸付
金の償還金にかかる未収金
については、従来より滞納
者へ文書督促や個別相談会､
督促訪問を実施し、回収に
努めている。
　平成２７年度も土日の督
促訪問を継続したところで
あるが、今後とも滞納者の
状況等の把握に努め、免除
申請手続や分割納付等につ
いても適切に指導するとと
もに、未収金対策推進連絡
会議における全庁的な取り
組みも踏まえて効果的な督
促を行い、一層の未収金回
収に努めたい。

地域産業課 4月22日 中小企業高度化資金貸付金等にかかる
償還未済金の回収について
  中小企業高度化資金貸付金、中小企
業店舗高度化資金貸付金、小規模企業
者等設備導入資金貸付金の償還未済金
について、債権放棄の手続等による不
納欠損処分に基づく債権整理や電話、
訪問、文書の督促によって、その残高
は対前年度比で減少しているものの、
多額である状況は依然として変わりな
い。
　今後も、新たな償還未済金の発生を
防止するとともに、債権の保全及び回
収にさらに積極的に取り組むことによ
り、償還未済金の縮減に努められたい｡
　　　　　　　　　　　　　（意見）

　

　新たな償還未済金の発生
を防止するために、新規貸
付があれば、協調融資を行
う中小企業基盤整備機構も
参加した厳正な審査を実施
している。また、正常償還
先については、毎年決算書
の提出を求めるなど状況把
握を行い、約定どおりの償
還が困難となった場合には､
債務者に寄り添いモニタリ
ングをしながら、コンサル
ティングを通じて経営改善
を促しつつ回収を図ってい
る。
　債権の保全については、
不動産登記簿や固定資産評
価証明書等を入手し、サー
ビサーによる主債務者及び
連帯保証人の資産調査結果
や担保物件の不動産鑑定調
査結果と比較し、資産状況
に変動がないか確認を行い､
債務者の返済能力の把握に
努めている。
　また、償還未済金の回収
にあたっては、民間金融機
関で債権管理業務を経験し
た者を平成２３年度より１
名、平成２４年度よりさら
に１名嘱託職員として雇用
し延滞債権の回収強化を図
っており、貸付先の生活実
態や資産状況等の情報を把

産業・雇用振興部

部局及び所属名
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

握しつつ、平成２５年６月
からは主債務者のみならず
連帯保証人に対しても請求
を行っている。さらに、こ
れらの債務者に対する法的
措置も視野に入れながら督
促にあたっており、これら
の取り組みの結果、連帯保
証人からの返済実績も出て
きている。

産業政策課 4月22日 委託契約解除に伴う委託料返還金の回
収について
　平成２３年度及び２４年度の緊急雇
用創出事業委託業務を契約解除したこ
とによる支払済み委託料の返還金につ
いて、多額の未収金が認められた。ま
た、回収の取組も不充分と見受けられ
ることから、より一層、積極的な収納
促進に努めるべきである。
  なお、返還金の発生は、緊急雇用創
出事業にかかる委託契約を債務不履行
として解除したものであるが、２４年
度事業では、進捗が遅れている中、慎
重な対応が求められていたにもかかわ
らず、委託料全額を概算払したことに
より、結果的に多額の未収金が残るこ
ととなったものである。
  今後は、実績確認はもとより進捗状
況についても逐次充分な確認を行い、
同様の事態が生じないよう万全を期さ
れたい。   　　　　   （注意事項）

　

  委託料返還金の回収につ
いては、滞納者本人の所在
が不明のため、親族宅への
訪問や電話により督促を行
ってきたが、引き続き督促
を継続し、計画的な償還を
求めていく。
  委託事業の執行にあたっ
ては、従来から遂行状況の
早期把握につとめているが､
今後も事業の進捗管理を強
化するとともに、概算払に
当たっては、その要否をし
っかり吟味するとともに、
実施する場合でも進捗実績
を勘案した必要最小限の額
とすることを徹底する。

雇用労政課 4月22日 補助金の交付決定について
　補助金の交付申請を受理しているに
もかかわらず、交付決定が遅延してい
る事例が認められた。
  今後は、奈良県補助金等交付規則に
基づき、適時に交付決定するよう努め
られたい。 　　　　　 （注意事項）

 
　平成２７年度は、交付申
請後、適時に交付決定を実
施した。
　今後も、奈良県補助金等
交付規則に基づく適正な事
務処理を実施し、交付決定
が遅延しないよう努める。

農林部
企画管理室

7月7日 公用車使用中における事故防止につい
て
  農林部内で、公用車使用中の事故が
認められた。
　部内各課室及び出先機関に対し、公
用車の使用にあたっては、安全運転の
徹底を図るとともに、車両の適切な管
理に努めるよう充分に指導されたい。
　　　　　　　　　　     （意見）

　農林部所属長会議におい
て、部内各所属に対し、各
職員が公用車の安全運転を
心がけ、車両の適切な管理
に努めるよう、指導を行っ
た。また、企画管理室長か
ら部内各所属長あて「公用
車使用中における事故防止
等について」により、文書
による注意喚起も行った。

農林部

部局及び所属名
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

公有財産及び重要物品の報告について
　会計管理者への財産調書の提出にお
いて、公有財産（出資に係る権利）及
び重要物品での登載誤りが認められた｡
　今後、公有財産及び重要物品の報告
は、奈良県会計規則及び関係通知に基
づき適正に行うべきである。
　　　　　　　　　　　（指摘事項）

　該当の公有財産及び重要
物品についてはすべて修正
報告を行い、公有財産管理
システム及び物品管理シス
テムでの修正も完了した。
　今後は複数の者によるチ
ェック等を徹底し、奈良県
会計規則及び関係通知に基
づいた適正な事務の執行に
努める。

所管団体への出資金の取扱いについて
　農業水産振興課所管の出資先団体に
おいて、県からの出資金を返還義務の
ある「預り出資金」として貸借対照表
上に負債計上されている事例が認めら
れた。一方、県では債権ではなく、返
還義務のない出資による権利として公
有財産で管理しており、両者間におい
て、当該「預り出資金」の取扱いに相
違が見られた。
  ついては、当該団体と協議のうえ、
統一した取扱いとされたい。（意見）

　県からの出資金を返還義
務のある負債として計上し
ている団体については、関
係団体及び関係部局と協議
のうえ、債権として取扱う
ことに統一し、公有財産管
理システムでの修正を行っ
た。

公有財産の台帳登載について
　土地の取得に伴う公有財産台帳への
登載において、面積及び取得日を誤っ
た事例が認められた。
　今後は、奈良県公有財産規則及び関
係通知に基づき適正な事務の執行に努
められたい。　　　　　（注意事項）

　公有財産台帳への誤った
登載については、速やかに
修正し、会計管理者への報
告を行った。
　今後は再発防止に努める
とともに手続きに遺漏がな
いよう徹底を図る。

所管団体への出資金の取扱いについて
　畜産課所管の出資先団体において、
県からの出資金を返還義務のある「入
会預り金」として貸借対照表上に負債
計上されている事例が複数認められた｡
一方、県では債権ではなく、返還義務
のない出資による権利として公有財産
で管理しており、県と各団体との間に
おいて、当該「入会預り金」の取扱い
に相違が見られた。
  ついては、各団体と協議のうえ、統
一した取扱いとされたい。　（意見）

　県からの出資金を返還義
務のある負債計上している
団体については、関係団体
及び関係部局と協議のうえ､
債権として取扱うことに統
一し、公有財産管理システ
ムでの修正を行った。

農業水産振興
課
（旧全国豊か
な海づくり大
会推進室を含
む）

7月7日

部局及び所属名

畜産課

7月7日
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

郵便切手の購入について
  郵便切手について、年間使用量に比
べて残高が十分あるにも関わらず、多
額の購入が認められた。
  郵便切手等は換金性が高く、現金と
同様の取扱いが必要である。安全な管
理のためにも、その保有は必要最小限
にとどめるとともに、使用枚数を的確
に把握し、必要に応じ購入抑制をする
など、効率的な予算執行に努めるべき
である。　　　　　　　（指摘事項）

　郵便切手の保有について
は、必要最小限となるよう
努めている。
　また、郵便切手の購入に
ついても、使用予定枚数を
的確に把握することで効率
的な予算執行に努めている｡

現金出納簿の例月検査について
　資金前渡職員が備える現金出納簿に
ついて、所属長の例月検査が行われて
いなかった。
　今後は、チェック体制の充実を図り､
適正な事務の執行に努められたい｡
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　
  現金出納簿について、所
属長の月例検査を徹底し、
適正な事務執行に努めてい
る。

公用車使用中における事故防止につい
て
  土木事務所において、公用車使用中
の事故が認められた。
　部内各課室及び出先機関に対し、公
用車の使用にあたっては、安全運転の
徹底を図るとともに、車両の適切な管
理に努めるよう充分に指導されたい。
　　　　　　　　　　　　　（意見）

　部内各課室長及び出先機
関の長に対し、文書通知及
び会議の場で注意喚起を行
い、公用車の安全運転の徹
底を図るとともに、車両の
適切な管理に努めるよう周
知徹底した。

技術管理課
建設業指導室

6月5日 総合評価落札方式における技術提案書
の評価について
　総合評価落札方式による技術提案書
の評価において、「企業の施工実績」
の算定誤りにより開札録を修正してい
る事例が多数認められた。
  この評価は、総合評価を行う上で重
要な要素であるとともに、開札録にお
いて技術評価点として公表されるもの
であることから、今後は、慎重に審査
を行うとともにチェック体制を強化し､
再発防止に努められたい。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　「企業の施工実績」の評
定にあたり、これまでの担
当者２人によるダブルチェ
ックに加え、調整員による
チェックを行うことでトリ
プルチェックとし、評定誤
りを防ぐ体制を構築してい
る。

道路建設課 6月4日 現金出納簿の例月検査について
　資金前渡職員が備える現金出納簿に
ついて、所属長の例月検査が行われて
いなかった。
　今後は、チェック体制の充実を図り､
適正な事務の執行に努められたい。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　現金出納簿について、所
属長の月例検査を徹底し、
適正な事務執行に努めてい
る。

6月5日

部局及び所属名

県土マネジメント部

県土マネジメ
ント部
企画管理室
（収用委員会
事務局）
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

道路環境課 6月4日 施工不良工事に伴う損害賠償金の債権
管理について
  施工不良工事に伴う損害賠償金につ
いて、処理状況等を記録する債権管理
簿（未収金整理票）が作成されていな
かった。
  債権に関する記録は、債権管理の最
も基本的な事項であり、裁判時等には
必要不可欠なものとなることから、関
連する要綱等に基づき、当該未収金の
処理状況等を適切に記録し債権管理を
行うべきである。　　　（指摘事項）

　今後は、「奈良県土木使
用料等の徴収に係る取扱要
綱」及び「税外未収金に係
る債権管理の適正化に関す
る指針」等に基づき、債権
管理簿を作成し、財産状況
等の調査を行い、より一層
厳正な債権回収に努める。

道路損傷負担金にかかる債権管理につ
いて
  道路損傷負担金について、その処理
状況等を記録する債権管理簿（未収金
整理票）が作成されていなかった。債
権に関する記録は、債権管理の最も基
本的な事項であり、裁判時等には必要
不可欠なものとなることから、関連す
る要綱等に基づき、未収金の処理状況
等を適切に記録し債権管理を行うべき
である。　　　　　　　（指摘事項）

　今後は、「奈良県土木使
用料等の徴収に係る取扱要
綱」及び「税外未収金に係
る債権管理の適正化に関す
る指針」等に基づき、債権
管理簿を作成し、財産状況
等の調査を行い、より一層
厳正な債権回収に努める。

資金前渡にかかる現金出納簿の作成に
ついて
　公共料金にかかる資金前渡において､
資金前渡職員が備えるべき現金出納簿
が作成されていなかった。
　奈良県会計規則に基づき、現金出納
簿を作成し、適正な現金の管理を行う
べきである。　　　　　（指摘事項）

　奈良県契約規則に基づき､
現金出納簿を作成し、所属
長の月例検査を徹底し、適
正な事務執行に努めている｡

河川課 6月5日 土地の賃貸借契約について
　水位観測にかかる土地賃貸借契約に
おいて、いわゆる自動更新条項を設け
ているが、地方自治法第２３２条の３
に基づき、後年度予算の裏付けがない
契約で自動更新条項を設けることはで
きないため、早急に地方自治法及び奈
良県契約規則等に基づき改善されたい｡
  また、契約の更新にあたっては、賃
借料の見直しについても、相手方と充
分協議されたい。　　　（注意事項）

　今後は、関係法令を遵守
し、契約事務を適正に執行
する。

砂防・災害対
策課
（旧砂防課、
旧深層崩壊対
策室）

6月4日 修繕における履行確認について
　修繕における業務完了の履行確認な
しに支払がなされた事例が認められた｡
  今後は、地方自治法及び関係通知に
基づき適正な事務の執行に努めるべき
である。　　　　　　　（指摘事項）

　奈良県会計規則第２６条
等に則り、完了報告書等に
よる履行確認を確実に行っ
た上で支払を行うよう徹底
する。

部局及び所属名

6月4日道路管理課
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

総合評価落札方式における技術提案書
の評価について
　総合評価落札方式による技術提案書
の評価において、「手持ち業務量」の
算定誤りにより開札録を修正している
事例が認められた。
　この評価は、総合評価を行う上で重
要な要素であるとともに、開札録にお
いて技術評価点として公表されるもの
であることから、今後は、慎重に審査
を行うとともにチェック体制を強化し､
再発防止に努められたい。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　技術提案書の評価点を算
定する際は、複数名の職員
が積算をチェックをするよ
う管理体制を強化し、誤算
定を防止する。

住宅課 7月28日 県営住宅使用料等にかかる未収金の回
収について
　県営住宅使用料、入居者負担修繕費､
明渡請求後の住宅損害金、県営住宅敷
地使用料等において、未収金の増加が
認められた。
  滞納者に対する明渡訴訟や強制執行
などの法的措置、債権回収の民間委託
等、指定管理者等と連携し収納対策を
講じられているが、今後も一層、新た
な未収金の発生防止及び収納の促進に
努められたい。　　　　（指摘事項）

　県営住宅使用料及び県営
住宅敷地使用料については､
その納付を確実にするため
に、口座振替払を促進する
とともに、口座引き落とし
が不能であった者や直接払
いを行う者に対しては、現
地における収納窓口の開設､
戸別訪問による納付指導を
行い、収納率の向上を図っ
ている。
  入居者負担修繕費及び明
渡請求後の住宅損害金につ
いても、退去時点や訴訟和
解時点での納付指導の強化
に取り組んでいる。
  退去滞納者に対する債権
回収については、平成２５
年度から弁護士への委託に
変更し、少しずつ成果が現
れつつあることから、今後
も、効果的な回収のため委
託を行う予定である。
  なお、入居者に対する滞
納の事前防止に効果がある
ものとして、県営住宅にお
ける管理運営の適正化に向
けた家賃滞納者への督促、
明渡等請求訴訟及び強制執
行による取り組み等を公表
している。今後も継続して
公表することで、効果的な
滞納の解消を図っていく。

部局及び所属名

まちづくり推進局
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

県営住宅にかかる水道料金の未収金の
回収について
　一部の県営住宅では、入居者が利用
する水道料金を県側で各入居者から集
金し、市水道局に支払っている。この
入居者の水道料金は毎年未収金が発生
しており、平成２６年度において未収
金の増加が認められた。
　今後も一層、県営住宅管理事務所及
び指定管理者と連携を図り、未収金の
発生防止及び収納促進に努められたい｡
　　　　　　　　　　　（指摘事項）

　水道料金の未収金につい
ては、指定管理者が毎月団
地集会所に赴き、現地出張
窓口を設けて徴収に努める
とともに、滞納者に対し文
書での督促を行っている。
  今後も、指定管理者、県
営住宅管理事務所に加え、
水道事業者とも協力しなが
ら、未収金の回収に努める｡

会計局 8月4日 長期継続契約の対象業務の拡大につい
て
　今年度の監査において、債権回収業
務について、単年度契約を行っている
所属が複数認められた。
　契約の性質上、翌年度以降にわたっ
て契約を締結することが円滑な事務の
遂行に資すると思われるものについて
は、長期継続契約を締結することが合
理的である。
　債権回収業務は、受託者の業務スキ
ルの蓄積・向上によるより良質な行政
サービスの提供といったメリットが想
定され、契約継続の必要性が高いもの
であることから、奈良県長期継続契約
を締結することができる契約を定める
条例施行規則に定められた長期継続契
約の対象業務の範囲の拡大について検
討されたい。　　　　　　　（意見）

　長期継続契約は、地方自
治法第２３４条の３により
予算単年度主義の例外とし
て認められていると同時に､
同法施行令第１６７条の１
７により「契約の性質上翌
年度以降にわたり契約を締
結しなければ当該契約に係
る事務の取扱いに支障を及
ぼすようなもののうち、条
例で定めるもの」と規定さ
れている。
  事務の取扱いに支障を及
ぼす契約とは、平成１７年
に制定した本県条例におい
て「ア物品を借り入れる契
約で、商慣習に基づき翌年
度以降にわたり契約を締結
することが一般的であるも
の　イ役務の提供を受ける
契約で、年間を通じて当該
役務の提供を受けるもの」
とし、物品の借入や役務の
提供で規則で定めるものを
対象としており、単に事務
効率を目的及び要件とする
ものではないとしている。
  監査委員より意見された
債権回収業務が、単年度執
行すると事務に支障がある
契約であると判断されれば､
法や施行令の趣旨を踏まえ､
規則改正を行うなど当該事
務を対象業務に加えるべき
と考える。
  条例制定後に新たに増え
た業務や社会状況の変化等
に対応するため、各所属に
要望等の調査を行うなど債

部局及び所属名

会計局
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

権回収業務を含めた長期継
続契約の対象業務の範囲の
拡大について検討してまい
りたい。

税外収入における納付方法拡大の検討
について
　税外収入について、収納の確保及び
未収金の発生防止のためには、納付方
法のさらなる拡大が有効である。
　ゆうちょ銀行やコンビニエンススト
アにおける収納など、多様な納付方法
の導入について検討を行い、県民が納
めやすい納付環境の整備に努められた
い。　　　　　　　　　　　（意見）

  マルチペイメントネット
ワークを利用したゆうちょ
銀行の窓口収納やコンビニ
ストアによる収納方法を導
入している先例県を調べた
ところ、導入している県は
少なく、コンビニストアに
よる収納方法に至っては導
入している県のすべてが個
別システムで対応している
状況であった。マルチペイ
メントネットワークによる
収納方法を導入している県
（１０県）、コンビニスト
アによる収納方法を導入し
ている県（６県）について
利用状況及び導入効果を調
査・意見聴取した結果、い
ずれの県も導入前に想定し
た成果は得られていない状
況であった。このことから､
単に収納方法の多様化を図
るだけでは、特に未収金の
回収・発生防止に繋げるこ
とは困難と考える。
  また、財務会計システム
は、県のすべての歳入・歳
出事務を管理するシステム
であるため、多額の改修費
用と改修業務に携わる人員
が必要となり、ランニング
コストも現行の指定金融機
関等の窓口収納と比べて１
件あたりの収納の手数料等
が高くなることから、費用
対効果の面から言っても、
現時点で財務会計システム
を改修し、収納方法の多様
化を図ることは時期尚早と
考える。
  なお、１０月２８日に開
催された未収金対策推進連
絡会議において、関係者に
対し、個別システムを用い
て納付方法の拡大を行うこ
とは可能であり、個別に納
付方法の拡大を図る場合、
会計局としても協力するこ
とを伝えた。

部局及び所属名
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

水道局 7月30日 公用車の購入にかかる自賠責保険料の
支払について
  公用車の購入にかかる自賠責保険料
において購入日後の支出が認められた｡
  自賠責保険料の後払いは、業者に対
し保険会社等への立替払を強いること
となるため、今後、自賠責保険料の支
出については適正に処理するべきであ
る。　　　　　　　　　（注意事項）

　公用車の自賠責保険料の
支払については、前金払い
を徹底する。
　今後は奈良県営水道会計
規程をはじめ各関係法令及
び通知に基づき適正な事務
処理に努める。

学校支援課 8月4日 奨学資金貸付金等にかかる償還未済金
の回収について
  新規の貸付が終了している高校奨学
資金貸付金、大学奨学資金貸付金及び
高等学校全日制課程等修学奨励金につ
いて、滞納整理の強化等により償還未
済額は減少した。一方で、これら３奨
学資金等に代わり創設された修学支援
奨学金及び育成奨学金については、償
還未済額の増加が認められた。
　文書や訪問による督促・催告、外部
委託、収納方法の拡充などにより、未
収金の回収に努められているところで
あるが、今後も新たな未収金の発生防
止と未収金の回収に向け、行政経営の
観点から実態に即した効果的な取組を
適宜導入し、より効果的な未収金対策
の強化に努められたい。
　また、資格喪失しているにもかかわ
らず、学校からの異動届の遅延により､
過払いとなった事例が認められたこと
から、異動にかかる速やかな報告を求
めるとともに、継続支給時における資
格確認を徹底されたい。
　　　　　　　　　　　（指摘事項）

  奨学資金貸付金の償還未
済金については、従来より
滞納者への休日を含む訪問
督促や返還相談会（県内１
６会場）の実施、支払督促
等と合わせて、所在不明や
遠隔地等で回収が困難な債
権についての債権回収委託
を実施している。平成２７
年度は現行奨学金返還者の
うち、直近３年以上返還の
ない者も債権回収委託の対
象に拡充している。
  また、修学支援奨学金及
び育成奨学金については、
返還未済金を増加させない
ため、平成２５年度より、
口座振替可能な金融機関を
１行から５行に増やし、返
還の利便性向上と収納率の
向上を図っている。
  今後は、貸与申請時や、
貸与決定時等に貸与終了後
の返還を意識付けて、未収
金の発生を未然に防止する
取組や、未収金回収業者へ
の委託対象の拡大と委託期
間の延長、さらに、口座振
替対応金融機関を拡大し、
口座振替利用者の増加を図
り、返還の利便性の向上と
納付機会を拡大し、引き続
き着実な償還未済金の回収
に努めてまいりたい。
  奨学金の過払いについて
は、各学校担当者へ異動時
の速やかな報告を注意喚起
するとともに、平成２７年
度より奨学金支給時に在籍
確認を実施し、過払い金の

部局及び所属名

水道局

教育委員会
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

発生を最小限とする取り組
みを徹底してまいりたい。

公有財産台帳への変更登録及び公有財
産異動等報告書の提出について
　国土調査の結果、所管する土地の登
記面積が増加したが、公有財産異動等
報告書の提出を行わなかったため、総
務部長が備える公有財産台帳に反映さ
れていない事例が認められた。
  今後は、奈良県公有財産規則に基づ
き、適正に処理すべきである。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

 

  学校用地面積の異動は頻
繁に生じる案件ではないた
め、担当職員の認識不足が
原因で、公有財産台帳への
変更登録等の手続がされな
かった。今後は、財産管理
業務に必要となる知識の習
得を徹底し、再発の防止に
努めてまいりたい。

高等学校授業料にかかる未収金の回収
について
  高等学校授業料の未収金については､
無償期間中（平成２２年度から２５年
度まで）は、新たな未収金は発生しな
いため、不納欠損等により前年度から
減少しているが、依然として過年度分
の未収金の回収が滞っている。
　また、無償化の廃止により、平成２
６年４月から新たに高等学校に入学し
た生徒にかかる授業料について、未収
金の発生が認められた。
  授業料は公法上の債権であるため、
５年間で消滅時効は完成するが、催告
状の送付のみで、面談、訪問による催
告を行っていないなど、徴収事務への
取組が不充分な学校が見受けられた。
未納となっている授業料等の徴収事務
は、校長が納入義務者に対し、未納が
解消されるまで継続して行うものとな
っている。

 

  高等学校授業料の未収金
については、適正な管理を
行うために、未収額のある
県立高等学校の授業料担当
者と、督促や法的措置、不
納欠損処理等について、理
解を深めて適正な債権管理
が行えるよう、担当者会議､
個別相談等を実施している｡
  しかし、取組の十分でな
い学校があることから、各
学校から定期的に未収金へ
の取組等の現況報告を実施
し、個別相談等を充実させ､
適正な債権管理を図り、引
き続き未収金の回収に努め
てまいりたい。

　県教育委員会は、該当校に対し、
「奈良県立高等学校授業料及び入学金
徴収事務取扱要綱」に基づき、適正な
徴収事務に積極的に取り組むよう指導
されたい。特に、新たな未納者に対し
ては、初期における重点的な納付指導
を徹底する旨、強く助言・指導を行う
べきである。                (意見）

部局及び所属名
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

県立学校における自動販売機の設置者
の選定について
　自動販売機の設置について、他部局
においては、歳入の確保、公平性・透
明性の確保の観点から、公募が進めら
れている。県立学校に設置されている
自動販売機についても、実情について
調査・検討を深め、公募制の導入に向
けて積極的に取り組まれたい。
　　　　　　　　　　　　　（意見）

  自動販売機については、
多くの学校において、ＰＴ
Ａが購買や食堂とともに運
営をしており、自動販売機
の黒字で購買等の赤字を補
填するなど、一体的な運営
を行っている。県全体で公
募制の導入を進める中、教
育委員会としても課題とし
て認識しているところであ
るが、生徒又は保護者の負
担が増加しないよう慎重な
対応が求められている。現
在、公募制の導入に支障の
少ない学校から導入を行う
方向で、検討を始めたとこ
ろである。

教職員課 8月3日 通勤手当の認定について
　公立の小・中学校に勤務する職員の
通勤手当について、抽出により関係書
類を調査した結果、認定誤りにより３
件の過払いが認められた。また、奈良
交通バス利用にかかる通勤手当を６か
月定期券により認定されている職員に
ついて、最も経済的な額による支給が
されていない事例が認められた。
　支給要件等について、職員への一層
の周知徹底を図るとともに、既に認定
されているものについても、適正なも
のであるかどうか、定期的に検証する
など、適正な認定事務の執行に努める
べきである。
　　　　　　　　　　　（指摘事項）

　３件の認定誤りによる過
払いについては、誤りが生
じた時点に遡及し戻入させ
た。
  奈良交通バス６ヶ月定期
券額の認定に関して指摘の
あった事例については、類
似区間で通勤する教職員に
ついてすべて調査を行い、
直近の支給単位期間から最
も経済的な通勤手当額で支
給することを該当者に通知
した。
  通勤手当の適正な認定が
行われるよう、また認定後
も随時見直しを行うよう、
これまで指導を行ってきた
が、今回の監査結果を踏ま
え、支給要件の周知と認定
内容の随時確認の実施を徹
底するため、各小中学校長
あてに通知を発出するとと
もに、校長会や学校事務職
員を対象とする説明会で周
知した。
  引き続き各学校での定期
的な検証を促し、適正に通
勤手当が支給されるよう努
めていく。

部局及び所属名
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

8月3日 傷害保険の変更手続について
　相談員の就業中の怪我等に備えるた
めの傷害保険について、保険期間の中
途で事業終了したため、解約すれば保
険料が返還されるところ、その手続が
行われていない事例が認められた。
　今後は、実効性のあるチェック体制
の整備を図り、適切な事務処理に努め
られたい。　　　　　　（指摘事項）

  今後は、相談員の活動期
間に合わせた保険の加入手
続など、適切な事務処理を
行うとともに、係員、管理
職の点検体制やチェックシ
ートの活用など、チェック
体制の更なる整備を図る。

委託契約の締結について
　業務委託において、契約書を作成す
ることなく委託業務が開始されている
事例が認められた。
　今後は、奈良県契約規則に基づき、
契約締結時には遅滞なく契約書を作成
し、適正な事務の執行に努めるべきで
ある。  　　　　　　　（注意事項）

　業務委託契約について、
契約締結時には遅滞なく契
約書を作成するよう課内周
知を行った。今後は、奈良
県契約規則を遵守し、適正
な事務の執行に努める。

人権・地域教
育課

8月4日 指定管理にかかる評価調書について
　社会教育センターの指定管理者から
提出された事業実績報告書に、運営目
標についての達成度及び自己評価が記
載されていたにもかかわらず、県は分
析、評価及び評価調書の作成等を行っ
ていなかった。
　今後は、より一層効率的・効果的な
施設運営に向けて、運営目標達成度の
評価を行うとともに、その結果を公表
されたい。　　　　　　（注意事項）

　平成２５年度分の事業実
績報告書の取扱いを改善す
べく、平成２６年度分の報
告書については、分析、評
価、評価調書の作成、指定
管理者への評価結果通知及
び結果の公表という一連の
手続きを平成２７年７月３
１日までに行った。
  また、より一層効率的・
効果的な施設運営に向けて､
現在、県と指定管理者で行
う連絡会議の運営の充実に
努め、運営目標達成のため
の具体的な計画の策定とそ
の実施手法について話し合
いを進めており、可能なも
のより順次実施している。

保健体育課 8月4日 業務委託で取得した備品の取扱いにつ
いて
　業務委託で使用した備品について、
事業終了後、調査対象団体に帰属する
ことを内容とする契約を締結し、何ら
手続を行うことなく無償譲与していた
事例が認められた。委託料で物品を取
得した場合は物品取得調書を、また、
譲与する場合は物品譲与調書を出納員
に送付するなどの手続を行うべきであ
る。
　今後は、奈良県会計規則及び関係通
知に基づき、適正な事務の執行に努め
られたい。　　　　　　（指摘事項）

　

　今後は、課内において備
品等に関する規則や関係通
知等を周知徹底し、課員一
人一人の理解を深め、互い
にチェックできる環境を整
えることにより、規則に則
り適正な事務処理を執行す
るよう努める。

学校教育課
生徒指導支援
室

部局及び所属名
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

傷害保険の加入時期について
　スクールヘルスリーダー及び県立特
別支援学校水泳実技指導協力者にかか
る傷害保険について、傷害保険の始期
が派遣日より後になっていた。活動中
の怪我等に備えるための保険であるこ
とから、今後は、適時に加入手続を行
うべきである。　　　　（注意事項）

　今後は、課内において会
計規則や関係通知等を周知
徹底し、課員一人一人の理
解を深め、傷害保険につい
ても、適時に適正な加入手
続を行うよう努める。

文化財保存課 8月3日 委託契約の締結について
　業務委託において、契約書を作成す
ることなく委託業務が開始されている
事例が認められた。
  今後は、奈良県契約規則に基づき、
契約締結時には遅滞なく契約書を作成
し、適正な事務の執行に努めるべきで
ある。　　　　　　　　（注意事項）

　今後は、奈良県契約規則
に基づき、契約締結時には
遅滞なく契約書を作成し、
適正な事務の執行に努める｡

不納欠損処分について
　議会の議決を得て不納欠損処分予定
であった債権について、財務会計シス
テムでの処理手続を怠り、翌年度に不
納欠損処分をしていた事例が認められ
た。
　今後、奈良県会計規則及び関係通知
に基づき、適正な事務処理に努められ
たい。　　　　　　　　（注意事項）

　事務処理の漏れを防止す
るため、不納欠損処分関係
の文書管理を一元化し、内
部における指揮命令系統を
明確化した。
  今後は、奈良県会計規則
及び関係通知に基づき再発
の防止と適正な会計処理に
努める。

公用車使用中における事故について
  警察本部において、公用車使用中の
事故が認められた。
　また、警察本部各課及び各警察署全
体での事故件数は前年度に比較して減
少しているものの、なお、多くの事故
が見られることから、引き続き、自動
車事故防止に向けて職員への安全運転
意識の徹底を図るとともに、車両の適
切な管理に努めるよう充分に指導され
たい。　　　　　　　  （注意事項）

　各所属長に対して部下職
員への安全運転意識の徹底
を図ったうえ交通事故防止
に向けた各種施策の推進を
指示した。
  日本一安全で安心して暮
らせる奈良の実現のために
昼夜を問わず警戒体制の保
持を求められる警察職務に
おいて、車両運転時はもち
ろんのこと、同乗時にあっ
ても集中力を欠かさず適切
に対応するよう今後ともさ
らに指導を徹底する。

部局及び所属名

警察本部 7月30日

警察本部
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イ 出先機関

実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

自治研修所 2月23日 公有財産の台帳登載について
　新築された建物の公有財産台帳への
登載について、書面等で確認しなかっ
たことにより延床面積を誤っていた事
例が認められた。
  今後は、奈良県公有財産規則に基づ
き、適正に処理すべきである。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　該当建物の登記完了に合
わせて、公有財産台帳の誤
記訂正を行った。
　今後、台帳登載において
は、図面等の書面確認を徹
底し、奈良県公有財産規則
に基づき適正な事務処理に
努める。

契約変更等の手続について
　賃貸借契約について、消費税法の改
正に伴う変更契約書が作成されていな
い事例や、契約相手方の名称変更時に
必要な確認書類を徴していない事例が
認められた。
　今後は、契約変更等の手続について､
適正な事務の執行に努めるべきである｡
　　　 　　　 　　　　（注意事項）

　契約及び契約変更にあた
っては、奈良県契約規則及
び関係通知等に基づき適正
な事務執行に努める。

支出科目について
  発掘調査受託事業等の支出について
は、精算確定の時期が遅れるケースが
多いなどの理由により、予算流用を行
わず、誤った科目への支出更正を行っ
ていた事例が散見された。
  今後は、早期の精算確定に努め、適
正な科目により支出されたい。
　　　　　　　 　　　　（注意事項）

　発掘調査受託事業におけ
る支出業務にあたっては、
速やかな精算確定に努め、
適正な科目により支出する｡

内部統制の強化･充実について
  今回の監査において、契約事務、支
出事務等について、不適正な事務処理
が散見された。
  事務の執行にあたっては、関係法令
や規則等に基づいて処理するとともに､
決裁課程におけるチェック体制を整備
するなど、内部統制の充実に努められ
たい。　　　　　　　　　　（意見）

　契約及び支出事務等の執
行に当たっては、関係法令
・規則等を厳守し、決裁課
程におけるチェック体制を
全事務職員により行うとと
もに職員各自の意識強化を
図る。

地域振興部

1月29日

総務部

橿原考古学研
究所

部局及び所属名
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

図書情報館 6月10日 自動販売機にかかる行政財産使用許可
について
  自動販売機にかかる行政財産使用許
可において、使用許可面積や使用料の
算出を誤った事例が認められた。実態
に即して、使用許可及び使用料の徴収
を行うべきである。　  （指摘事項）

  自動販売機・ゴミ箱の使
用許可面積を再計測し、平
成２７年度使用料を徴収し
た。

負担金の支払方法について
  公益社団法人に対する負担金につい
て、負担金、補助及び交付金から支出
すべきところ、複数年にわたり、その
一部を切手（役務費で購入済）で納付
している事例が認められた。
  今後は、奈良県会計規則及び関係通
知等に基づき、適正な事務の執行に努
められたい。          （指摘事項）

  ２７年度においては、負
担金として予算措置を行い､
執行した。

公有財産の台帳登載について
  建物の公有財産台帳への登載につい
て、延床面積を誤っていた事例が認め
られた。
  また、所管する工作物について、公
有財産台帳に登載されていなかった。
　今後は、奈良県公有財産規則に基づ
き、適正に処理すべきである。
　　　　　　　　　　　（指摘事項）

　延床面積について、修正
登録を完了し、登載漏れの
あった看板等を登録した。

支出の相手方の確認について
　備品購入代金の支出手続において支
出先を誤った事例が認められた。翌年
度になってから、購入業者からの問い
合わせで誤りが判明し、誤払金の返納
及び再度の支出手続が行われたもので
ある。
  今後このようなことが起こらないよ
う実効性のあるチェック体制の整備を
図り、適切な事務処理に努められたい｡
　　　　　　　　　　　（注意事項）

 
  今後は、支出相手先を誤
ることがないよう起票者の
ほかに２人の係員がチェッ
クして支払事務を行うよう
にした。

資金前渡にかかる事務について
  公共料金にかかる資金前渡において､
資金前渡職員が備えるべき現金出納簿
は作成されていたが、所属長による例
月検査が行われていなかった。
  また、資金前渡職員の異動に際し、
後任者に資金を前渡する時間的な余裕
があるにも関わらず、前渡資金引継命
令書により精算残金の引継ぎを行い、
精算戻入を行っていなかった。さらに､
前渡資金引継命令書の宛名について、
前任者ではなく後任の資金前渡職員に
対し行っていた。
  今後は、奈良県会計規則及び関係通
知に基づき、適正な事務の執行に努め
られたい。 　　　　　 （注意事項）

　例月検査については、翌
月初旬に財務システム帳票
と照合しながら確実に実施
する。
　公共料金については、当
所属の勤務日の実態等を勘
案し、公共料金引落日が資
金前渡職員の異動発令日か
ら時間的余裕のある公共料
金については、精算戻入を
行い、名義変更後の資金前
渡職員口座へ入金する手順
を取ることとする。引き継
ぎ書類の氏名の記載につい
て、今後、間違えないよう
作成する。

部局及び所属名
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

内部統制の強化･充実について
  今回の監査において、支出事務、公
有財産の管理事務等について、不適正
な事務処理が散見された。
  事務の執行にあたっては、関係法令
や規則等に基づいて処理するとともに､
決裁課程におけるチェック体制を整備
するなど、内部統制の充実に努められ
たい。　　　　　　　　　　（意見）

  支出事務については、起
票、複数職員の合議・決裁
時の確認徹底による内部チ
ェック体制の充実に努め、
誤りの発生防止など適正な
事務の執行に努める。公有
財産の管理事務についても､
台帳への登載を確実に行う
とともに、数量の確認等に
ついて照合を行い、適正な
財産管理に努める。

筒井寮 6月12日 内部統制の強化･充実について
  前回の監査において、内部統制の充
実について意見を付けたところである
が、今回の監査においても、債権管理
簿や被服貸与台帳の整備、見積書や請
求書のチェック等々、収入・支出事務､
契約事務に注意を要する事務処理が多
数散見された。
  事務の執行にあたっては、関係法令
や規則等に基づいて処理するとともに､
決裁課程におけるチェック体制を整備
するなど、内部統制の充実に努められ
たい。　　　　　　　　　　（意見）

　事務の執行に際しては関
係法令や規則等に基づいて
処理するとともに、帳簿類
の整備や書類作成時の内容､
添付書類等の再確認など事
務の適正化に関し担当職員
への指導を徹底する。
　また、決裁過程における
チェック体制の強化充実に
一層努め、厳正な事務処理
に努める。

五條病院 7月23日 医業収入にかかる個人未収金の回収に
ついて
  医業収入において、多額の個人未収
金が認められた。初期対応や発生防止
に重点をおき、公的支援制度の活用促
進や、クレジットカードでの支払の促
進などの努力は行っているが、未収残
高は多額となっている。
  今後も引き続き、新たな未収金発生
の防止と効果的な方法による回収に努
められたい。　　　　　（注意事項）

　新たな未収金の発生防止
策については、クレジット
カードや高額療養費限度額
適用認定制度等の活用を一
層進めると共に、会計部署
と相談担当部署が連携し、
保険未加入者や身寄りが無
い患者に対するきめ細かな
相談を実施し、公的支援制
度の活用促進を図るなど、
関係部署が一体となった取
り組みで未収金発生の抑止
に努める。
　また、未収金の回収につ
いては、督促や電話催告、
分納相談等の迅速な早期対
応を行い、回収が困難な案
件については、法律事務所
に早期に回収業務を委託し
て回収強化を図るとともに､
法的措置も検討するなど、
未収金回収体制の強化に努
める。

健康福祉部

医療政策部

部局及び所属名
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

長期継続契約の期間延長について
  診療材料調達業務委託にかかる長期
継続契約において、契約可能期間を超
えて契約期間を延長している事例が認
められた。
  今後は、関係通知に基づき、適正な
契約事務の執行に努めるべきである。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　当該業務の契約期間は当
初関係通知に基づく長期継
続契約の契約期間（３年）
であったが、期間満了時に
おいて一旦関係通知に基づ
く限度年数内（５年）で契
約期間を延長した。
　その後期間満了後の取扱
を検討したところ、南和地
域公立病院再編に伴う契約
期間の整理（打ち切り）が
想定されたため、短期（１
年）の契約延長とし同一受
託者と変更契約を締結し、
新規契約としての手続は行
わなかった。
　今後は、関係通知の趣旨
を踏まえ、適切な期間設定
及び期間満了における対応
を行うよう、長期継続契約
の契約期限や履行状況等の
点検を強化することにより､
適正な契約事務の執行に努
めることとする。

橿原公苑 1月29日 使用料の調定について
  奈良県立都市公園条例に基づき徴収
する使用料について、使用許可の根拠
となる法律の適用を誤り、また使用料
の調定額をも誤った事例が認められた｡
  今後は、関係法令等に基づき、適正
な会計処理の徹底に努めるべきである｡
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　使用許可の根拠となる法
律の適用を誤ったことによ
る使用料の調定額誤りにつ
いては、平成２６年度中に
追加で調定を行い収納した｡
　今後は奈良県立都市公園
条例等関係法令に基づき、
適正な事務処理の徹底に努
める。

中央卸売市場 1月27日 公有財産の管理について
  市場施設に関して、知事の承認を受
けていない原状変更や建物の未登記、
また、工作物の公有財産管理システム
への入力誤り等が認められた。
  奈良県中央卸売市場条例及び奈良県
公有財産規則に基づき、適正に管理す
べきである。　　　　　（指摘事項）

　従前より、未承認の案件
について過去の経緯等を含
め調査のうえ指導を行うこ
とにより、撤去の実績が出
ており、順次改善を進めて
いる。引き続き、原状変更
承認に係る周知徹底を図り
つつ、未承認案件について
は、今年度中を目途に指導
を行い、なお改善されない
場合は、撤去等により改善
されるよう取り組む。
　また、未登記の建物につ
いては、８月２６日付で登
記を完了し、工作物の公有
財産管理システムへの入力
誤りについては、修正した｡

くらし創造部

部局及び所属名

農林部
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

市場使用料等にかかる未収金の回収に
ついて
  市場使用料等において、多額の未収
金が認められた。滞納等ルールを守ら
ない事業者を撤退させる入退去基準を
設ける等、悪質滞納者に対する納付指
導の強化に着手されているが、退去者
への未収金回収の取組は充分とはいえ
ないことから、今後は、新たな未収金
の発生防止に努めるとともに、退去者
の未収金についても法的措置の実施等
による収納の促進に努められたい。
　　　　　　　　　　　　　（意見）

　滞納となる日の１０日前
に訪問による注意喚起文書
を発出する等、新たな未収
金の発生防止に努める。ま
た、退去者の未収金につい
ては、住所・登記簿調査、
法律相談、会計局との協議
による不納欠損処分の手続
を進めるとともに、債務承
認による時効の中断、文書･
訪問による督促等を行い、
回収に努めていく。

農業研究開発
センター
病害虫防除所
農業大学校

7月16日 分任出納員による委任を受けていない
現金の収納について
  分任出納員が、事務の委任を受けて
いない現金を収納していた。
  今後は、現金収納について奈良県会
計規則に基づき適正な会計処理の徹底
に努めるべきである。
　　　　　　　　　　　（指摘事項）

　速やかに、出納員による
収納を行うよう是正した。

森林技術セン
ター

7月16日 支出科目について
  センター敷地の草刈業務で発生した
職員私有車のフロントガラス破損に対
する修理費の支払において、補償、補
填及び賠償金で執行すべきところを
誤って需用費（その他）で執行してい
た事例が認められた。
  因果関係、過失割合等についても充
分な検討を行った上で、今後は、適正
な科目で支出すべきである。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　支出科目については、奈
良県会計規則に基づき適正
に事務処理を行うよう努め
る。
　また、センター内の事故
防止に向けて、作業を行う
前には必ず細心の注意を払
うよう職員全体に注意喚起
を行った。

奈良公園事務
所

6月10日 照明灯電気料金の徴収について
  奈良公園登大路地区における照明灯
電気料金について、受益者から覚書と
異なる負担割合及び支払方法で徴収し
ている事例が認められた。
  覚書どおりの事務処理を行われたい｡
　　　　　　　　　　　（指摘事項）

　該当の覚書については、
平成３年に締結以後、社会
情勢の変動や電気料金の改
正等による見直しがされて
いなかったことから、負担
割合及び支払方法について､
受益者と協議中。

公有財産の使用許可について
  土地の使用許可について、公有財産
台帳の面積と異なる面積で許可してい
る事例が認められた。
  正しい面積で許可するとともに、正
しい使用料の徴収を行うべきである。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　公有財産の土地面積の確
認作業を行い、正しい面積
で許可するとともに、正し
い使用料を徴収するように
する。

まちづくり推進局

部局及び所属名
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

公有財産の台帳登載について
  所管する工作物について、公有財産
台帳に登載されていないものが認めら
れた。奈良県公有財産規則に基づき、
早急に登載すべきである。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　該当の工作物については､
公有財産管理システムより
公有財産台帳へ登載した。

内部統制の強化･充実について
  今回の監査において、収納事務、公
有財産の使用許可や台帳登載等につい
て不適正な事務処理が散見された。
  事務の執行にあたっては、関係法令
や規則等に基づいて処理するとともに､
決裁過程におけるチェック体制を整備
するなど、内部統制の充実に努められ
たい。　　　　　　　　　　（意見）

　事務の執行にあたっては､
関係法令や規則、通知に基
づいて処理するとともに、
決裁過程におけるチェック
体制を整備するなど、内部
統制の充実に努める。

御所実業高等
学校

1月29日 公有財産の台帳登載について
　平成８年度に新設された建物につい
て、公有財産台帳に登載されず、さら
に登記もされていない事例が認められ
た。これらは、県有財産の適正な管理
を行うにあたり、基本的かつ重要な手
続である。
　事実に基づき是正するとともに、今
後は、奈良県公有財産規則に基づき、
適正な事務処理に努めるべきである。
　　　　　　　　　　　（指摘事項）

　当該建物の未登記につい
ては、平成２７年１０月２
９日に登記を完了し、また､
平成２７年１１月２０日に
公有財産台帳（建物）に登
載した。

吉野高等学校 1月29日 収入証紙収納簿の作成について
　証紙収納において、収入証紙収納簿
が作成されていなかった。
  今後は、関係通知等に基づき、適正
な証紙収納を行うべきである。
　　　　　　　　　　　（指摘事項）

　収入証紙収納簿は、証紙
収入があるごとに作成し、
決済を得ることにより、記
載漏れなどの誤りをなくす
よう努める。

住居手当の認定について
　住居手当の認定において事務処理を
誤ったため、１件の支給不足が認めら
れた。
  適正に処理するとともに、今後の認
定事務に留意すべきである。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　確認誤りを避けるべく、
複数の職員で内容を確認す
る。

現金出納簿の例月検査について
　資金前渡職員が備える現金出納簿に
ついて、所属長の例月検査が行われて
いなかった。
　今後は、チェック体制の充実を図り､
適正な事務の執行に努められたい。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　現金出納簿の例月検査に
ついては、毎月所属長によ
り実施する。

部局及び所属名

教育委員会
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

備品の管理について
  処分済備品について、物品管理サブ
システムへの入力漏れが認められた。
　今後、備品の管理については、奈良
県会計規則及び関係通知に基づき適正
に処理すべきである。　（注意事項）

　処分済備品については、
直ちに物品管理サブシステ
ムへ入力し、単純な入力漏
れを防ぐよう努める。

内部統制の強化・充実について
　今回の監査において、職員手当認定
事務、現金出納簿等について、不適正
な事務処理が散見された。
　事務の執行にあたっては、関係法令
や規則等に基づいて処理するとともに､
決裁過程におけるチェック体制を整備
するなど、内部統制の充実に努められ
たい。　　　　　　　　　　（意見）

　今回の監査では、職員手
当認定事務、現金出納簿等
について、不適正な事務処
理の指摘を受けたが、内部
統制の充実を図るべく、決
裁過程におけるチェック体
制の強化充実を図っていく｡

重要物品の報告について
  物品管理サブシステムの導入時にお
いて、データを誤って入力され、長期
間、その誤りに気付かなかったため、
会計管理者へ提出した財産調書におい
て、重要物品の登載漏れ及び登載誤り
が認められた。
　今後、重要物品の報告は、奈良県会
計規則及び関係通知に基づき、適正に
行うべきである。　　　（指摘事項）

　指摘のあった重要物品の
登載漏れ及び登載誤りにつ
いては、修正報告を行い備
品管理簿への記載も完了し
た。
　今後は、奈良県会計規則
及び関係通知に基づき、適
正な事務の執行に努める。

委託契約書に定める提出書類について
　業務委託において、月次計画書や月
次業務完了届の提出を契約書及び仕様
書で定めているにもかかわらず、委託
業者から提出させていない事例が認め
られた。
　今後は、契約書及び仕様書に基づき
必要な書類の提出を求め、委託業務の
適正な執行に努められたい。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

  今後は、委託業者から契
約書及び仕様書で定めてい
る書類の提出を求め、委託
業務の適正な執行に努める｡

奈良養護学校 2月24日 特別支援学校児童生徒就学奨励費の過
払いについて
　通学に要する交通費の支払において､
通学回数の認定誤りによる過払いが認
められたので、交付要綱及び事務処理
マニュアルに基づき、適正に処理すべ
きである。　　　　　　（注意事項）

　平成２６年度分について
は当該年度内で精算済み。
平成２５年度分については
おおむね返納された。
　今後は、交付要綱及び事
務処理マニュアルに基づき､
認定誤りのないよう慎重に
審査を行い、併せてチェッ
ク体制を強化するなど、適
正な支給事務の執行に努め
る。

部局及び所属名

ろう学校 3月20日
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実施月日 監    査    結   果 措  置  の  内  容

明日香養護学
校

3月20日 通勤手当の認定について
　通勤手当の支給において、認定経路
の確認を怠ったため、３件の過払いが
認められた。
　適正に処理するとともに、今後の認
定事務に留意されたい。
　　　　　　 　　　　 （注意事項）

　通勤手当の認定誤り３件
については、認定の修正を
行い、過払い分の返納は平
成２７年２月に完了した。
　今後の認定事務について
は、より一層慎重な審査に
努める。

委託契約書に定める提出書類について
　業務委託において、月次計画書や業
務月報の提出を契約書及び仕様書で定
めているにもかかわらず、委託業者か
ら提出させていない事例が認められた｡
  今後は、契約書及び仕様書に基づき､
必要な書類の提出を求め、委託業務の
適正な執行に努められたい。
　　　　　　　　　　　（注意事項）

　委託契約書及び仕様書で
定めているとおり、月次計
画書及び業務月報を委託業
者から毎月徴収することに
した。

公有財産の台帳登載について
  所管する工作物について、公有財産
台帳に登載されていなかった。奈良県
公有財産規則に基づき、早急に登載す
べきである。　　　　　（注意事項）

　記載漏れのあった公有財
産については、台帳に登載
した。

ウ 財政的援助団体

実施月日 監査結果 措置の内容

8月6日 受託業務収入の調定について
　平成２５年１２月から平成２６年６
月分の料金収受機械等保守整備業務に
ついて、大阪府道路公社に対し、その
負担額を請求していなかったことが、
平成２６年７月に判明し、過年度収入
として処理するなど不適切な事例が認
められた。
　今後は、内部のチェック体制の整備
等を図り、適正な事務処理に努められ
たい。　　　　　　　　（指摘事項）

　新規契約の業務について
は、総務契約係と事業経理
係においてその内容を十分
に確認し、特に大阪府道路
公社の負担割合がある業務
か、奈良県道路公社単独の
業務であるかについては予
算書等で十分にチェックを
行い、負担額の請求漏れが
発生しないように指導した｡

部局及び所属名

所属名
（所管課名）

奈良県道路公社
（道路建設課）

西和養護学校 2月24日
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